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≪木曜会 規約≫ 

 
１． 目 的 

木曜会はグラウンドゴルフ（以下 GG と称す）を通じて、メンバーの親睦を深

め、明朗・活発・健康で明るい生活をめざします。 

（木曜会とは GG 会を原則毎週木曜日に実施することを基本とした名称） 

 

２． 会 員 

本会の会員は、レイカディア大学を卒業したメンバーで構成することを基本と

するが、会員の家族並びに友人で会員による入会の推薦を受けたら、メンバー

の合意を得て会員とする事が出来る。 

 

３． 役 員 

この会には会長(企画担当)・幹事・会計を置き、メンバーの合意により決定す

る。 

自薦・他薦は問わない。 

 

４． 行 事 

この会の目的を達成するため、１年間を前期・後期に分けてプレーの技能向上

により表彰ＧＧ大会を行う。 

 

５． 会 費（参加費） 

会費として毎月５００円を徴収し、前述の表彰ＧＧ大会と開催日の茶話会菓子

費用に充当する。 

各々別会計で管理し各期毎に決算を行う。又会費の返金はしない。 

 

６． 会計報告 

前期は４月から９月、後期は１０月から３月とし、１２月初め及び６月初めに

期間表彰と共に決算報告を行い、残金等の処置についての承認を得る。 

 

７． 役員の任期 

役員の任期は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

但し役員の留任は可能とする。 

 

８． この規約は平成２１年 ５月１日から施行する。 

この規約は平成２１年１２月３日に一部改訂をした 

この規約は平成２２年 ６月３日に一部改訂した 

   この規約は平成２２年１２月１日に一部改訂を行う 

   この規約は平成２３年 ６月２日に一部改訂を行う（施行は同月より実施） 

この規約は平成２３年１０月６日に一部仮改訂を行う（施行は同日より実施） 

この規約は平成２３年１１月２日に一部改訂を行う（施行は今期初より実施） 

 

 

 

 

補足）H23 年度の役員は会長菊地氏、幹事浅田氏、会計水野氏が担当されます。 
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付表《GG 表彰規定》 
 

・当該期間における表彰は、Ｄ/Ｈ(総打数/総ホール数)向上率優秀賞（以下ＧＧ木曜杯

優秀賞）、並びにトップスコアー賞とホールインワン賞とする。 

・但しＧＧ木曜杯優秀賞は当該期間の出席率が５０％以上ある事を表彰条件とする。 

 

【ホールインワン賞】 

・ホールインワン 1 個に付き 100 円の基金を徴収し、ホールインワン最多賞（当該期

間の中での最多獲得者を表彰する）を表彰します。 

 （基金の残金は特別ＧＧ大会の開催費用に充当します） 

 

【ＧＧ木曜杯優秀賞】 

・当該期間(前期と後期)のＤ/Ｈを算出し、前期Ｄ/Ｈに対する向上率の高い順位で１～

3 位までを表彰する。 …向上率 No1 賞(優勝)・No2 賞(準優勝)・No3 賞(第３位) 

(前期Ｄ/Ｈ)－(当該期間のＤ/Ｈ) 

                          (前期Ｄ/Ｈ)      ×１００ 

※ 但し、3 試合以上のＤ/Ｈ実績を基本とし算出する。  

 

【トップスコアー賞】 

・当該期間のトップスコアラーとなった回数の多い順位で１～３位までを表彰する。 

・トップスコアーは当日の試合数を消化した参加者の中で決定する。 

・トップスコアーが同率の場合は、１打数・２打数…等の順番で獲得数の多い人を優

先者とするが、それでも決定しない時は、プレーオフとし次回試合の第一試合の中

でサドンデス方式で勝敗を決定する。（但し、両者で決定方法を決めても可とする） 

・トップスコアー賞第１位表彰者は、次回開催期のトップスコアラーの集計として 

１期目はトップスコアー獲得数を、２期目以降は獲得数の半分を減じた数を当該期

間の獲得数とする 

【ダイヤモンド賞】 

・１ラウンド（８ホール）においてホールインワンを３回以上達成した人に授与する 

 

・ＧＧ木曜杯優秀賞並びにトップスコアー賞の各賞の最優秀者は各記念トロフイーに

その名を留めると共に、成績の優秀者には個人楯を贈呈します。 

（個人杯は基本品番を決定しています：変更には過半数の同意を得る事とする) 

・但し持ち回りのトロフイー作製などの資金の流用を認める事がある。 

・ 表彰は各期間の終了後の１０月末前後と４月末前後を基本にレイクアイランド等

の施設を利用して特別ＧＧ大会を開催して行うものとする。 

  木曜杯優勝者と木曜会トップスコアー第１位獲得者は、大会幹事として特別ＧＧ

大会の準備・運営を行う 

・今後は各コースで決められたＯＢラインを協会ルールに基づいて運用します 

   ・甲良公園では、道路・縁石等の人工物に停止した場合は OB 

 

付表《茶話会菓子費用規定》 
 

・ １回あたりの消費費用は、６00 円程度とする、（参加状況に応じて変動可能） 

この会計と購買担当は月替わりで「あいうえお順」で担当する。 

浅田→石島→今村→桂田→川本→菊地→中田→巻幡→水野→三田村 

・ 当該期間の支出は GG 表彰等の決算時期に合わせ決算報告を行う。 


